
 
 

帰還困難区域の特別通過交通について 
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帰還困難区域の特別通過交通に関する関係市町村会議 

原子力災害現地対策本部 

福島県 

田村市 

南相馬市 

川俣町 

広野町 

  楢葉町 

富岡町 

川内村 



 
 

大熊町 

双葉町 

浪江町 

葛尾村 

飯舘村 

 

今回の申し合わせに参加する関係市町村等の復旧・復興の推進を

図るため、関係市町村等は、帰還困難区域の特別通過交通に関する

関係市町村会議を設置し、帰還困難区域が設定されている市町村、

旧警戒区域の市町村等関係市町村において、復旧・復興に資する用

務等がある場合には、防犯対策等所要の措置を講じつつ、帰還困難

区域内の主要幹線道路の通過を認める枠組みについて協議を行った

ところであり、協議の結果については、別紙のとおり申し合わせる。 

 

 



 

帰還困難区域の特別通過交通に関する申し合わせ 

 

 

１．本申し合わせの参加者 

原子力災害現地対策本部、福島県及び関係市町村（※1）とする。 

（※1）旧緊急時避難準備区域に該当する市町村又は避難指示区域に該当する市町村を指し、具体的には、田

村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘

村の１２市町村をいう。 

 

 

２．基本的な枠組み 

帰還困難区域に立ち入るためには、帰還困難区域の公益立入り制度では、帰還困難区域が設

定されている市町村（以下、「帰還困難区域市町村」という。）（※2）が認める必要があるとこ

ろ、本申し合わせをもって、帰還困難区域市町村は、要件に合致する案件につき予め認める

枠組を設定するものとする。 

（※2）平成２５年６月３日時点において、南相馬市、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村が該

当。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 



 

３．対象ルートの区分 

 対象ルート 

（注１） 

地点 入域可能時間 対象者及び 

対象ケース 

通行証及び 

ステッカーの要否 

（１） 国道６号（双葉町

の立入規制緩和区

域内の区間を除

く。） 

双葉町町内 制限なし 制限なし 

（軽車両及び歩行者

を除く） 

 

不要 

 

（２） 常磐自動車道 

（注２） 

帰還困難区域を

通過する区間 

制限なし 制限なし 

（高速自動車国道法

の定めるところによ

る） 

不要 

（３） 国道１１４号 

 

 

県道３４号－旧

室原ゲート 

制限なし 制限なし 

（軽車両及び歩行者

を除く） 

不要 

（４） 国道１１４号 

（（３）を除く。） 

県道３４号－旧

津島ゲート 

制限なし 制限なし 

（自動二輪、原動機付

自転車、軽車両及び歩

行者を除く） 

不要 

（５） 県道３４号 国道１１４号－

帰還困難区域境 

制限なし 制限なし 

（軽車両及び歩行者

を除く） 

不要 

（６） 県道４９号 国道１１４号－

原浪トンネル南

ゲート 

制限なし 制限なし 

（自動二輪、原動機付

自転車、軽車両及び歩

行者を除く） 

不要 

（７） 県道５０号 国道１１４号－

葛尾村境 

制限なし 制限なし 

（自動二輪、原動機付

自転車、軽車両及び歩

行者を除く） 

不要 

（８） 県道３５号 

 

国道１１４号－

県道２５３号 

制限なし 制限なし 

（軽車両及び歩行者

を除く） 

不要 

（９） 県道２５３号 県道３５号－酒

井地区の帰還困

難区域境 

制限なし 制限なし 

（軽車両及び歩行者

を除く） 

不要 

（１０） 国道３９９号 国道１１４号－

葛尾村境 

制限なし 制限なし 

（自動二輪、原動機付

自転車、軽車両及び歩

行者を除く） 

不要 

（１１） 国道４５９号 国道３９９号－

川俣町境 

制限なし 制限なし 

（自動二輪、原動機付

自転車、軽車両及び歩

行者を除く） 

不要 

（１２） 

 

 

大熊町道東１５号

～県道２５２号の

西進した一部 

国道６号－大熊

町避難指示解除

区域境 

制限なし 制限なし 

（軽車両及び歩行者

を除く） 

不要 

 



 

（１３） 県道２５２号 大熊町道東１５

号－国道６号 

制限なし 制限なし 

（軽車両及び歩行者

を除く） 

不要 

 

（１４） 県道３５号～ 

国道２８８号（重

用区間の一部含

む） 

県道２５３号－

双葉町・大熊町

境 

制限なし 制限なし 

（軽車両及び歩行者

を除く） 

不要 

（１５） 県道２５６号 県道２５３号－

双葉町立入規制

緩和区域境 

制限なし 制限なし 

（軽車両及び歩行者

を除く） 

不要 

（１６） 双葉町道双葉イン

ター線 

常磐自動車道－

県道２５６号 

制限なし 制限なし 

（高速自動車国道法

の定めるところによ

る） 

不要 

（１７） 浪江町道２１５号 国道１１４号－

葛尾村境 

制限なし 制限なし 

（自動二輪、原動機付

自転車、軽車両及び歩

行者を除く） 

不要 

 

（１８） 国道２８８号 県道３５号－双

葉町立入規制緩

和区域境 

制限なし 制限なし 

（軽車両及び歩行者

を除く） 

不要 

（１９） 双葉町道１０１号

／双葉町道１０９

号 

浪江町・双葉町

境－双葉町立入

規制緩和区域境

／国道６号－双

葉町道１０１号 

８：００～ 

１８：００ 

（注３） 

制限なし 

（自動二輪、原動機付

自転車、軽車両及び歩

行者を除く） 

不要 

（注１）対象ルート以外のルートの通行は、緊急事態（例：対象ルートの道路状況が突然の自然災害等により

悪化し、やむを得ず当該道路以外の道路を通行する場合）を除き認められない。 

（注２）後掲４．について、適用しない。 

（注３）１８：００を最終入域時間とし、合理的な時間内に遅滞なく退域とする。 

 

 

４．スクリーニング 

通行者は、参考資料のスクリーニング場等を活用しつつ、自らの責任において適切にス

クリーニングを実施することができる。なお、スクリーニングを実施する場合は、帰還

困難区域を退出する際に行う。 

 

 

５．線量計等及び防護装備 

線量計等及び防護装備は、必要に応じて、通行者自らが準備し携行する。 

 

 

６．その他 

（１）本件に関して見直しの必要が生じた場合には、関係市町村等が協議し、調整する。 



 

 

（２）本件の実施に関する必要な事項については、関係市町村等で相互に調整の上で、定め

ることができる。 

 

 

７．経過措置 

本文３．の（１）、（１２）及び（１４）にかかる改定については令和４年６月３０日９：

００から適用する。 



双葉町

大熊町

浪江町

田村市

川内村

富岡町

国土地理院地図を加工して作成

参考資料

スクリーニング場及び特別通過交通ルート

スクリーニング場

常磐自動車道

特別通過交通ルート
（通行証及びステッカーが不要なルート）

凡例

立入規制緩和区域
（自動車､自動二輪、原付､自転車､徒歩いずれも通行可）

加倉スクリーニング場
（浪江町）

高津戸スクリーニング場
（富岡町）

毛萱・波倉スクリーニング場
（富岡町）

長塚越田
スクリーニング場
（双葉町）

中屋敷スクリーニング場
（大熊町）

津島スクリーニング場
（浪江町）

大野スクリーニング場
（大熊町）
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